
○山口市放課後児童クラブ運営規則  

平成２８年１月１２日  

規則第２号の２  

改正  平成２８年１２月１５日規則第５５号の２  

平成２９年６月１６日規則第３０号の２  

平成２９年１２月１日規則第３５号  

平成３０年１１月３０日規則第７０号  

平成３１年３月２５日規則第１７号  

平成３１年４月２６日規則第３０号  

令和元年１２月５日規則第２２号  

令和２年４月１日規則第３４号  

令和２年４月１７日規則第４４号  

令和２年９月１０日規則第５２号の２  

令和３年３月３１日規則第１２号  

令和３年６月１日規則第４３号  

令和３年８月３日規則第５３号  

令和３年１２月２８日規則第６７号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第

２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童健全育成事業」

という。）を実施するため、放課後児童クラブの運営に関し必要な事項を定

めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において「放課後児童クラブ」とは、山口市放課後児童クラ

ブ設置及び管理条例（平成１７年山口市条例第９６号）に定めるもののほか、

放課後児童健全育成事業を実施するための本市が所有する施設又は本市以

外の者が所有する施設とする。  

（名称、位置及び定員）  

第３条  放課後児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第１のとおりとする。



ただし、小学校の長期休業期間（学校教育法施行に関する規則（平成１７年

山口市教育委員会規則第１８号）第４条第１項各号に規定する休業日の期間

をいう。以下同じ。）に限り開設する放課後児童クラブについては、市長が

別に定める。  

２  市長は、受入児童の状況、職員体制その他特別な事情により必要があると

認めるときは、前項に規定する定員にかかわらず、受入児童数を変更するこ

とができる。  

（休所日及び開所時間）  

第４条  放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。  

（１）  日曜日  

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日  

（３）  １２月２９日から翌年の１月３日まで  

２  放課後児童クラブの開所時間は、小学校の放課後から午後６時までとする。

ただし、小学校の休業日に当たる場合の開所時間は、午前８時３０分から午

後６時までとする。  

３  前２項の規定にかかわらず、市長は、学校行事その他特別な事情により必

要があると認めるときは、休所日を変更し、若しくは臨時に休所し、又は開

所時間を変更することができる。  

（放課後児童クラブの事業内容）  

第５条  放課後児童クラブで実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）  児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。  

（２）  児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。  

（３） 児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関するこ

と。  

（４）  児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。  

（５）  家庭や地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。  

（６）  児童の基本的な生活習慣の確立に関すること。  

（７） 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成を図る上で必要な活動



に関すること。  

（入級の要件）  

第６条  放課後児童クラブに入級できる者は、本市に住所を有する小学校に就

学している児童であって、その保護者及び児童と同居している親族等（以下

「保護者等」という。）が次の各号のいずれかに該当することにより、昼間

家庭にいないものとする。  

（１） 週３日以上の就労をするとき。ただし、第７条の長期休業期間中の

一時入級を除き、通勤時間を含む終業時刻が１４時を超えるものに限る。 

（２） 就労に向けて、自宅以外の場所で週３日以上の就学又は研修の受講

等の技術習得活動をするとき。ただし、第７条の長期休業期間中の一時入

級を除き、通学時間を含む終業時刻が１４時を超えるものに限る。  

（３）  就労に向けて、週３日以上の求職活動をするとき。  

２  前項に規定するもののほか、本市に住所を有する児童が小学校に就学して

いる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童は放課

後児童クラブに入級できるものとする。  

（１） 保護者等の疾病、負傷又は心身障がいにより児童の保育が困難であ

ると認められるとき。  

（２） 保護者等が親族の看護又は介護に従事することにより児童の保育が

困難であると認められるとき。  

（３）  保護者等の出産により児童の保育が困難であると認められるとき。 

（４） 災害等による家屋の損失等により児童の保育が困難であると認めら

れるとき。  

（５） 市長が児童相談所長等から放課後児童クラブへの入級が必要である

旨の報告を受けたとき。  

３  別表第１に規定するすぎのこ学級ふれあいクラブに入級できる者は、第１

項又は前項に規定する入級の要件を満たす児童であって、特別支援学級（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項の特別支援学級をい

う。）又は特別支援学校（同法第１条の特別支援学校をいう。）に通うもの

とする。  



（長期休業期間中の一時入級）  

第７条  市長は、放課後児童クラブの運営に支障のない範囲内において、前条

に規定する入級の要件を満たす児童について、小学校の長期休業期間に限っ

た放課後児童クラブの入級（以下「長期休業期間中の一時入級」という。）

をさせることができる。ただし、長期休業期間中の一時入級以外の入級（以

下「通年入級」という。）について第１０条に規定する入級決定を受けてい

る場合はこの限りでない。  

（入級の申込み）  

第８条  放課後児童クラブに児童を入級させようとする保護者（以下「申込者」

という。）は、放課後児童クラブ入級申込書（様式第１号）に必要な書類を

添付して、入級させようとする放課後児童クラブを経由して、市長に提出し

なければならない。  

（入級の決定）  

第９条  市長は、前条の規定による入級の申込みがあったときは、その内容を

審査の上、入級の可否を決定し、その旨を放課後児童クラブ入級承認等決定

（不承認決定）通知書（様式第２号）により当該申込者に通知するものとす

る。  

２  受入可能数を超える入級の申込みがあった場合は、申込者ごとに合計指数

値（別表第２に規定する指数１及び指数２を合計したものに調整指数を加減

した指数値をいう。以下同じ。）を算定し、受入可能数に達するまで合計指

数値が高い順に入級させる児童を決定し、合計指数値が同一の場合は同表に

規定する優先基準により入級させる児童を決定するものとする。  

３  前項の規定にかかわらず、別表第１に規定するすぎのこ学級ふれあいクラ

ブの入級の可否は、児童の障がいの程度、当該施設の状況等を勘案し、かつ、

障がい児教育に関し専門的知識を有する者の意見を参考にして決定するも

のとする。  

（入級の期間）  

第１０条  前条の規定により放課後児童クラブへの入級を承認する決定（以下

「入級決定」という。）があった場合において当該放課後児童クラブに入級



させることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げ

る期間とする。  

（１） 次号から第６号までに掲げる区分のいずれにも該当しない場合  ４

月１日（決定した入級日が４月２日以降の場合は、当該入級日）から当該

日が属する年度の末日まで  

（２） 第６条第１項第３号の規定に該当することによる入級決定を受けた

場合  決定した入級日から、同日後２か月を経過する日まで  

（３） 第６条第２項第３号の規定に該当することによる入級決定を受けた

場合  出産予定日の８週間前から出産後８週間を経過する日が属する月

の末日まで  

（４） 第６条第２項第４号の規定に該当することによる入級決定を受けた

場合  復旧に要する期間  

（５） 第６条第２項第５号の規定に該当することによる入級決定を受けた

場合  市長が必要と認める期間  

（６） 第７条に規定する長期休業期間中の一時入級の入級決定を受けた場

合  当該長期休業期間  

（変更の届出）  

第１１条  入級決定を受けた申込者（以下「利用者」という。）は、当該入級

決定に係る第８条の申込みの内容に変更があった場合は、その旨を放課後児

童クラブ申込事項変更届（様式第３号）により市長に届け出なければならな

い。この場合において、利用者は入級している放課後児童クラブを経由して

市長に届け出ることができるものとする。  

（退級の届出）  

第１２条  利用者は、児童を退級させようとするときは、その旨を放課後児童

クラブ退級届（様式第４号）により市長に届け出なければならない。この場

合において、利用者は退級させようとする放課後児童クラブを経由して市長

に届け出ることができるものとする。  

（入級決定の取消し等）  

第１３条  市長は、次のいずれかに該当するときは、入級決定を取り消すこと



ができる。  

（１）  第８条の規定による申込みの内容に虚偽又は不正があったとき。  

（２） 保護者の就労の状況等に変更等があったことにより、第６条に規定

する入級の要件を満たさなくなったとき。  

（３） 利用者が、特別の理由なく次条に規定する保育料を３か月以上滞納

したとき。  

（４） 利用者が、特別の理由なく２か月以上継続して児童を放課後児童ク

ラブに出席させなかったとき。  

（５） 児童について、放課後児童クラブでの集団生活が困難であると認め

られるとき。  

（６）  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２  前項の規定により入級決定を取り消された利用者は、その取消しの事由が

消滅したときは、再び第８条の規定による入級の申込みをすることができる。 

（保育料）  

第１４条  利用者は、別表第３に規定する保育料を市長に納入しなければなら

ない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、各区分の保育料を日

割りによって計算した額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とする。  

２  保育料は、月を単位として納入しなければならないこととし、当該月に係

る保育料は、その月の翌月の末日まで（１１月分の保育料については１２月

２６日まで）の間の日で、市長が指定する日までに納入しなければならない。 

３  前項の規定による納付期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下この項において「日

曜日等」という。）の場合は、当該納付期限後において当該納付期限に最も

近い日曜日等でない日を納付期限とする。  

４  市長は、特別の事情がある場合においては、前２項の規定による納付期限

を変更することができる。  

（保育料の免除）  

第１５条  市長は、次のいずれかに該当するときは、前条の保育料を免除する



ことができる。  

（１） 利用者の属する世帯（住民基本台帳における世帯をいう。以下同じ。）

が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けて

いるとき。  

（２） 利用者の属する世帯の世帯員及びそれ以外の扶養義務者（家計の主

宰者である場合に限る。）がいずれも放課後児童クラブに入級させる年度

（以下「入級年度」という。）（４月分から６月分までの保育料について

は入級年度の前年度）の市町村民税の所得割（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。）が非課

税であるとき。ただし、当該所得割は、年齢１９歳未満の扶養親族（地方

税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族をいう。以下この項にお

いて同じ。）を有する場合は、年齢１５歳未満の当該扶養親族につき３３

万円の額を、年齢１６歳から１８歳までの当該扶養親族につき１２万円の

額を同法第３１４条の２の所得控除に加算して算定するものとする。  

（３）  前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２  前項の規定により保育料の免除を受けようとする利用者は、保育料免除申

請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。この場合において、

利用者は入級している放課後児童クラブを経由して、市長に提出することが

できるものとする。  

３  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、保

育料の免除の可否を決定し、その旨を保育料免除決定（不承認決定）通知書

（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。  

（実費負担）  

第１６条  利用者は、第１４条に規定する保育料のほか、間食等の提供に要す

る費用の実費を市長、指定管理者又は市長から委託を受けて放課後児童クラ

ブを運営する団体（以下「運営団体」という。）に支払わなければならない。  

（損害賠償）  

第１７条  利用者は、入級させている児童が、故意又は過失により、放課後児

童クラブの施設又は設備を汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、



又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長又は運営団体が特別

の事情があると認めるときは、この限りでない。  

（補則）  

第１８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１３条第２項

第１号及び第２号の規定は、平成２９年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  第８条に規定する入級の申込み、第９条に規定する入級の決定その他の準

備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。  

（山口市放課後児童クラブ実施要綱の廃止に伴う経過措置）  

３  この規則の施行前に廃止前の山口市放課後児童クラブ実施要綱（平成１７

年１０月１日施行）の規定によってした入級の申込み、入級の決定その他の

行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定に

よってした行為とみなす。  

附  則（平成２８年１２月１５日規則第５５号の２）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

平成２９年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行

為は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（平成２９年６月１６日規則第３０号の２）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２９年７月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

なかいち学級及びさわやか第２学級の入級に係る入級の申込み、入級の可否



の決定その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

附  則（平成２９年１２月１日規則第３５号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表第１はちの

こ学級の項の改正規定は、平成３０年２月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

平成３０年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行

為は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（平成３０年１１月３０日規則第７０号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

平成３１年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行

為は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（平成３１年３月２５日規則第１７号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

平成３１年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行

為は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（平成３１年４月２６日規則第３０号）  

この規則は、平成３１年５月１日から施行する。  

附  則（令和元年１２月５日規則第２２号）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

（準備行為）  



２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則の規定による

令和２年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為

は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和２年４月１日規則第３４号）  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１ひめやま第３学級

の項の次に次のように加える改正規定は、令和２年８月１日から施行する。 

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則によるひめや

ま臨時学級の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為

は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和２年４月１７日規則第４４号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（令和２年９月１０日規則第５２号の２）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和２年１０月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則によるしらさ

ぎ第３学級の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為

は、この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和３年３月３１日規則第１２号）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表第１おおぞら

学級の項の改正規定は、令和３年５月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則による令和３

年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為は、こ

の規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和３年６月１日規則第４３号）  



（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１大歳臨時学級の項

の改正規定は、令和３年８月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則による大歳臨

時学級の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為は、

この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和３年８月３日規則第５３号）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和３年９月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則によるはばた

き学級の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為は、

この規則の施行前においても行うことができる。  

附  則（令和３年１２月２８日規則第６７号）  

（施行期日）  

１  この規則は、山口市放課後児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する

条例（令和３年山口市条例第２９号）の施行の日から施行する。ただし、別

表第２の３  指数２  児童の状況に関する指数の表小学１年生の項から小

学３年生の項までの改正規定及び別表第２の４  調整指数の表に次のよう

に加える改正規定は、公布の日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則による改正後の山口市放課後児童クラブ運営規則による令和４

年度の入級に係る入級の申込み、入級の可否の決定その他の準備行為は、こ

の規則の施行前においても行うことができる。  

別表第１（第３条関係）  

名称  位置  定員  

わかくさ学級  山口市大殿大路２１３番地  ６０人  

わかくさ第２学級  山口市大殿大路２１３番地  ６０人  



あっと児童クラブ  山口市下竪小路２５４番地  ６０人  

なかよし学級  山口市白石一丁目１０番１号  ６０人  

なかよし第２学級  山口市白石一丁目１０番１号  ６０人  

なかよし第３学級  山口市白石二丁目２番１９号  ３２人  

なかいち学級  山口市中市町３番８号  ３０人  

やまびこ学級  山口市湯田温泉五丁目２番１３号  ５０人  

やまびこ第２学級  山口市元町３番１６号  ６０人  

やまびこ第３学級  山口市元町３番１６号  ５０人  

すぎのこ学級  山口市三和町３番３号（三和児童館内）  ２０人  

すぎのこ学級  

（すぎのこ学級ふれあ

いクラブ）  

山口市三和町３番３号（三和児童館内）  ５人  

くすのき学級  山口市仁保中郷８２番地  ３０人  

しょうだ学級  山口市下小鯖２５１９番地  ５０人  

うえき学級  山口市大内矢田北一丁目１６番１号  ４０人  

うえき第２学級  山口市大内矢田北一丁目１６番１号  ５０人  

うえき第３学級  山口市大内矢田北一丁目１６番１号  ６０人  

みなみ学級  山口市大内矢田南二丁目３番５号  ４０人  

みなみ第２学級  山口市大内矢田南二丁目３番６号  ５０人  

みなみ第３学級  山口市大内矢田南二丁目３番７号  ６０人  

すずみ学級  山口市宮野下３０１７番地  ６０人  

すずみ第２学級  山口市宮野下３０１７番地  ５５人  

もみじ学級  山口市吉敷佐畑三丁目３番３号  ６０人  

もみじ第２学級  山口市吉敷佐畑三丁目３番３号  ５６人  

もみじ第３学級  山口市吉敷佐畑三丁目３番３号  ６０人  

ひめやま学級  山口市黒川１２１４番地１  ５０人  

ひめやま第２学級  山口市黒川１２１４番地１  ５０人  

ひめやま第３学級  山口市黒川１２１４番地１  ６０人  



平川臨時学級  山口市黒川１２１０番地１（平川幼稚園内） ２０人  

さわやか学級  山口市矢原１４８６番地  ５０人  

さわやか第２学級  山口市矢原１４８６番地  ６０人  

大歳臨時学級  山口市矢原１４８６番地  ３０人  

まなび学級  山口市矢原８８７番地７（めばえ保育園内） ３５人  

たけのこ学級  山口市陶４７１３番地１（陶隣保館内）  ２４人  

わくわく学級  山口市鋳銭司４０５８番地  ２０人  

にこにこ学級  山口市名田島１５３６番地１  ２５人  

たんぽぽ学級  山口市秋穂二島６１６５番地  ４５人  

おおぞら学級  山口市嘉川１３９９番地１  ６０人  

仲よし学級  山口市江崎２７１２番地１（嘉川保育園内） ３０人  

はばたき学級  山口市佐山１３４０番地１  ５０人  

ひまわり学級  山口市小郡みらい町二丁目１４番１号  ６０人  

ひまわり第２学級  山口市小郡みらい町二丁目１４番１号  ６０人  

ひまわり第３学級  山口市小郡みらい町二丁目１４番１号  ６０人  

はちのこ学級  山口市小郡下郷２５４番地３  ６０人  

はちのこ第２学級  山口市小郡下郷２５４番地３  ５０人  

しらさぎ学級  山口市小郡緑町８番６号  ６０人  

しらさぎ第２学級  山口市小郡緑町７番３０号  ５０人  

しらさぎ第３学級  山口市小郡緑町８番６号  ６０人  

秋穂児童にこにこ学級  山口市秋穂東６５２７番地２  ４５人  

大海なかよし学級  山口市秋穂東２５６６番地２  ４０人  

おひさまクラブ１  山口市阿知須２７３５番地１（あじす保育園

内）  

５５人  

おひさまクラブ２  山口市阿知須４２５１番地  ６０人  

井関にこにこクラブ  山口市阿知須１６３９番地（井関小学校内） ６０人  

出雲児童クラブ  山口市徳地堀１５５１番地（中央小学校内） ３０人  

島地児童クラブ  山口市徳地島地１６番地（島地小学校内）  ２５人  



八坂児童クラブ  山口市徳地八坂１２２６番地（八坂小学校旧

寄宿舎内）  

２０人  

徳佐児童クラブ  山口市阿東徳佐中３２８７番地９  ２５人  

さくら児童クラブ  山口市阿東地福下１２３４番地１（さくら小

学校内）  

２０人  

別表第２（第９条関係）  

１  指数１  保護者等の就労の状況等に関する指数（通年入級）  

区分  就労等の

形態  

就労等の日数及び時間  指数  

週５

日以

上  

週４

日  

週３

日  

保

護

者

等

の

状

況

（

就

労

等） 

１  自宅以外

の場所で

の就労（自

宅以外の

場所で自

営業を営

む場合を

含む。）、

就学又は

技術習得  

終業時刻が一定

している場合  

終業時刻（通勤時間を含む。）  

１７時１分から１８時ま

で  

１０  ９  ５  

１６時１分から１７時ま

で  

８  ７  ３  

１５時１分から１６時ま

で  

６  ５  ２  

１４時１分から１５時ま

で  

４  ３  １  

終業時刻が一定

していない場合  

月曜日から土曜日までの間のそれぞれ

１４時（土曜日については８時）から１

８時までの勤務時間（通勤時間を含む。）

を合計した時間  

１６時間以上  １０  ９  ５  

１１時間以上１６時間未

満  

８  ７  ３  

６時間以上１１時間未満  ６  ５  ２  



６時間未満  ４  ３  １  

夜間勤

務等の

場合  

終業時刻

が一定し

ている場

合  

終業時刻（通勤時間を含む。）に８時間

を加算した時刻  

１７時１分から１８時ま

で  

１０  ９  ５  

１６時１分から１７時ま

で  

８  ７  ３  

１５時１分から１６時ま

で  

６  ５  ２  

１４時１分から１５時ま

で  

４  ３  １  

終業時刻

が一定し

ていない

場合  

月曜日から土曜日までの間のそれぞれ

１４時（土曜日については８時）から終

業時刻（通勤時間を含む。）に８時間を

加算した時刻（１８時１分を超える場合

は１８時）までの時間を合計した時間  

１６時間以上  １０  ９  ５  

１１時間以上１６時間未

満  

８  ７  ３  

６時間以上１１時間未満  ６  ５  ２  

６時間未満  ４  ３  １  

２  自宅での

就労  

１の項の該当する指数の値から１を控除した値  

保

護

者

等

の

３  週３日以上の求職活動  １  

４  疾病、負傷

又は心身

障がい  

疾病、負傷  １か月以上の入院  １０  

居宅での

療養、通

院  

精神性、感染性の

疾病等  

１０  

常時就床  １０  



状

況

（

就

労

以

外） 

安静（１日４時間

以上の就床）  

８  

その他の療養  ６  

入院及び通院の繰返し  ８  

心身障がい  身体障害者手帳１級若しく

は２級、療育手帳 A又は精神

障害者保健福祉手帳を所持  

１０  

身体障害者手帳３級を所持  ８  

身体障害者手帳４級又は療

育手帳 Bを所持  

６  

５  看護又は

介護  

入院又は通院

等の付添い  

週５日以上、かつ、昼間４

時間以上の付添いを常態  

１０  

週３日以上、かつ、昼間４

時間以上の付添いを常態  

８  

自宅での看護

又は介護  

重度障がい児又は重度障が

い者、精神性疾患を有する

者等の看護又は介護を常態  

９  

その他の看護又は介護を常

態  

７  

６  出産（産前８週、産後８週）  １０  

７  災害等による家屋の損失等  １０  

８  児童相談所長等から放課後児童クラブへの入級が必

要である旨の報告を受けた場合  

市長が別に定

める値  

備考  

１  終業時刻には残業時間は含めない。  

２  保護者等の状況を証する書類が提出されていない場合の指数は零と

する。  

３  就学又は技術習得に係るものについては、「通勤時間」とあるのは「通



学時間」と、「勤務時間」とあるのは「修学時間」と読み替えるものと

する。  

２  指数１  保護者等の就労の状況等に関する指数（長期休業期間中の一時

入級）  

区分  就労等の

形態  

就労等の日数及び時間  指数  

週５

日以

上  

週４

日  

週３

日  

保

護

者

等

の

状

況

（

就

労

等） 

１  自宅以外

の場所で

の就労（自

宅以外の

場所で自

営業を営

む場合を

含む。）、

就学又は

技術習得  

終業時刻が一定

している場合  

終業時刻（通勤時間を含む。）  

１６時１分から１８時ま

で  

１０  ９  ５  

１４時１分から１６時ま

で  

８  ７  ３  

１２時１分から１４時ま

で  

６  ５  ２  

１２時以前  ４  ３  １  

終業時刻が一定

していない場合  

月曜日から土曜日までの間のそれぞれ

８時から１８時までの勤務時間（通勤時

間を含む。）を合計した時間  

４０時間以上  １０  ９  ５  

３０時間以上４０時間未

満  

８  ７  ３  

２０時間以上３０時間未

満  

６  ５  ２  

２０時間未満  ４  ３  １  

夜間勤

務等の

場合  

終業時刻

が一定し

ている場

終業時刻（通勤時間を含む。）に８時間

を加算した時刻  

１６時１分から１８時ま １０  ９  ５  



合  で  

１４時１分から１６時ま

で  

８  ７  ３  

１２時１分から１４時ま

で  

６  ５  ２  

１２時以前  ４  ３  １  

終業時刻

が一定し

ていない

場合  

月曜日から土曜日までの間のそれぞれ

８時から終業時刻（通勤時間を含む。）

に８時間を加算した時刻（１８時１分を

超える場合は１８時）までの時間を合計

した時間  

４０時間以上  １０  ９  ５  

３０時間以上４０時間未

満  

８  ７  ３  

２０時間以上３０時間未

満  

６  ５  ２  

２０時間未満  ４  ３  １  

２  自宅での

就労  

１の項の該当する指数の値から１を控除した値  

保

護

者

等

の

状

況

（

就

３  週３日以上の求職活動  １  

４  疾病、負傷

又は心身

障がい  

疾病、負傷  １か月以上の入院  １０  

居宅での

療養、通

院  

精神性、感染性の

疾病等  

１０  

常時就床  １０  

安静（１日４時間

以上の就床）  

８  

その他の療養  ６  

入院及び通院の繰返し  ８  



労

以

外） 

心身障がい  身体障害者手帳１級若しく

は２級、療育手帳 A又は精神

障害者保健福祉手帳を所持  

１０  

身体障害者手帳３級を所持  ８  

身体障害者手帳４級又は療

育手帳 Bを所持  

６  

５  看護又は

介護  

入院又は通院

等の付添い  

週５日以上、かつ、昼間４

時間以上の付添いを常態  

１０  

週３日以上、かつ、昼間４

時間以上の付添いを常態  

８  

自宅での看護

又は介護  

重度障がい児又は重度障が

い者、精神性疾患を有する

者等の看護又は介護を常態  

９  

その他の看護又は介護を常

態  

７  

６  出産（産前８週、産後８週）  １０  

７  災害等による家屋の損失等  １０  

８  児童相談所長等から放課後児童クラブへの入級が必

要である旨の報告を受けた場合  

市長が別に定

める値  

備考  

１  終業時刻には残業時間は含めない。  

２  保護者等の状況を証する書類が提出されていない場合の指数は零と

する。  

３  就学又は技術習得に係るものについては、「通勤時間」とあるのは「通

学時間」と、「勤務時間」とあるのは「修学時間」と読み替えるものと

する。  

３  指数２  児童の状況に関する指数  

区分  指数  



小学１年生  １６  

小学２年生  １５  

小学３年生  ８  

小学４年生  ３  

小学５年生  ２  

小学６年生  １  

４  調整指数  

区分  児童等の特殊事情等  調整指数  

１  児童の属する世帯が母子世帯又は父子世帯の場合  ＋３  

２  単身赴任、長期入院等で児童と生活を共にしていない親

がいる世帯（母子世帯又は父子世帯を除く。）  

＋２  

３  児童の両親が不存在の場合  ＋３  

４  児童の属する世帯が生活保護法の規定による保護を受給

している場合  

＋２  

５  児童が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福

祉手帳を所持し、保護者がその写しを提出した場合  

＋４  

６  ５の項に掲げるもののほか、児童が医師から心身の障が

いを有すると診断されている場合  

＋３  

７  ５の項及び６の項に掲げるもののほか、小学校長等が児

童に対して特段の配慮が必要であると判断している場合  

＋２  

８  児童の保護者が幼稚園教諭又は保育士として現に市内で

勤務している場合  

＋３  

９  児童の保護者が放課後児童支援員又は補助員として現に

市内で勤務している場合  

＋２０  

１０  児童の保護者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳を所持し、その写しを提出した場合  

＋２  

１１  利用者が第１４条に規定する保育料又は第１６条に規定

する費用（以下「保育料等」という。）を滞納している

－２  



場合（児童の兄姉の入級に係る保育料等を含む。）  

１２  児童の保護者が自営業、農業等に従事し、給与の支払い

を受けていない場合  

－２  

５  合計指数値が同一の場合の優先基準  

区分  優先する児童  

１  学年が低い方の児童  

２  母子世帯又は父子世帯であって、児童の小学校区内に祖父母が居住し

ていない児童  

３  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持してい

る児童  

４  保護者の就労日数が多い方の児童  

５  保護者の帰宅時刻が遅い方の児童  

６  児童の小学校区内に祖父母が居住していない児童  

７  児童がそれぞれ前年度に放課後児童クラブに入級していた場合は、前

年度の放課後児童クラブの出席日数が多い方の児童  

８  利用者が保育料等を滞納していない児童  

備考  １の項から８の項までの順に、入級させるべき児童が特定できるまで

審査するものとし、入級させるべき児童が特定できたときはそれをもって

決定とする。  

別表第３（第１４条関係）  

区分  保育料（月額）  

通年入級  ３，０００円  

長期休業

期間中の

一時入級  

学年始め休業  １，０００円  

夏季休業  ８，０００円  

冬季休業  ２，０００円  

学年末休業  １，０００円  



 



 



 



 



 



 



 



 


